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編集・発行／編集委員会〈事務局／江戸川区住宅課耐震化促進係〉

震災対応と管理規約c;)a矢正についτ ）は 12～13 の管理組合を担当していて、理
｜事会・総会や緊急対応と滞納醤促に追われ、

東京都マンショシ管理士会城東支部酒＃貴生｜
．民泊等の差し迫った条項のみを総会議案と

私が業務を通じて感じていることが二つ して提案することはあっても、全面的に管理

あります。まずひとつは震災苅応です。 規約を改正するという提案までは、なかなか

30 年以内にマグニチュード 7 クラスの首

都直下地震が 70%の確率で起きるという話

を聞いて、理解していても平穏な生活が延々

と続くことを願い「今は起こらないでほしい」

と、自ずと有事を想定したくないという気持

ちになってしまっています。そして、それが

「し 1つ」なのかがはっきりしないため、予算

化し難いことでマンションの震災対策がな

かなか進まないのが現状です。

もう一つ、相談を受けて感じていることは

平成28年3月に大幅に改正されたマンショ

ン標準管理規約が、まだ多くのマンションで

反映されていないということです。

改正の主な内容は次のとおりです。

①外部専門家の活用

②管理費等の滞納への苅応

③災害時等の緊急時の対応

改正のポイントについては、マンション通

信第 56 号（2016 年 12 月発行〉をご覧く

ださい。

一般的に管理会社のフロントマン（担当者〉
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できていないようです。

管理規約の改正にリーダーシップを発揮

できる役員がいるマンションや、マンション

管理士等に依頼して改正をしたところ以外

は、なかなか進まないようです。

震災対応G)事前準備

それでは、震災対応ち管理規約の改正もで

きていないマンションはどのようにすれば

良いのでしょうか。

震災対応は事前準備が大切と言われてい

ます。水や食糧の備蓄ち大切ですが、今まで

の震災では、家具等が転倒したため、割れた

ガラスの破片等でけがをした万が多いので

す。まずは、すぐでさることから始めましょ

っ。

特に、家具の転倒防止とガラスの飛散防止

（フィルム貼り〉を管理組合が主導して呼び

かけ、全体で実施しましょう。江戸川区では

65 歳以上の熟年者のみの世帯等に、一定の

箇所まで無料で家具の転倒防止を実施する

制度がありますので、住宅課相談係（電話

5662-0517）へお問い合わせください。



該当しない世帯の万は、同じマンション内

であれば移動距離が少なしlこともあって、全

体で行うことで安価な価格設定で施工レて

ちらえますので、施工業者などに相談してみ

てください。

なお、躯体に影響がある揚合は、！必ず管理

組合と相談するよう周知しておきましょう。

家具の転倒防止とガラスの飛骸防止を実

施することで、確実にけが人や災害ゴミを減

らすことができます。

管理会祉と事前協議

次に管理会社と事前に打ち合わせをレま

しょう。現在の標準管理委託契約には、災害

時の刻応は含まれていません。刻応は会社に

よって異なります。

東日本大震災の時、発災後に幾つかのマン

ションでは、管理員さんが帰宅したところと

マンションに留まって対応したところがあ

り、大きな差が出だようでした。

受託件数の多い管理会社には、それぞれ

「業務継続計画（BCP）」というちのを作成

し、実際に訓練をしているところもあります。

ライフラインや交通機関がストップした

揚合の具体的な苅応を、事前に話し合ってお

きましょう。

最近は、管理会社ち「私たちも被災者です。

貴マンションにはすぐに来られません。 」と

以前と比べてはっきりと言うようになりま

した。 「その代わりに事前準備に協力させて

いただきます。」と理事会で話す会社が多く

なりました。

発災直後の管理員さんの対応・ゴミ置き揚

の施錠万法・給排水設備の処理方法、破損箇

所の一時的な対応とその修繕手順等、具体的

に理事会で訂合せを行い、その結果を組合員

に周知した上でマニュアル化して、自分たち

で対応できるようにしておきしまレょう。

震災対応ぬ規約改正

管理規約については、マンション標準管理

規約に記載されている次の①②③が、現在の

管理規約に記載されているか確認してみて

ください。記載がない揚合には、次の総会に

向けて議論の上、条項を追加することを前提

に、総会や理事会が開催できない状況下でも

一定の補修ができ、生活の維持確保ができる

ようにしておきましょう。

①第21 条〈敷地及び共用部分等の管理〉

6項理事長は、災害等の緊急時においては、

総会又は理事会の決議によらすに、敷地

及び共用部分等の必要な保淳行為を行う

ことができる。

②第54条〈議決事項〉

十号 災害等により総会の開催が困難である揚

合における応急的な修繕工事の実施等

③第58条〈収支予算の作成及び変更〉

5項理事会が第54条第 1 項第十号の決議を

した揚合には、理事長は、同条第2I頁の

決議に基づき、その支出を行うことができる。

6項理事長は、第21 条第6項の規定に基づ

き、敷地及び共用部分等の保淳行為を行

う揚合には、そのたぬに必要な支出を行

うことがJ:きる。

また、現在のマンション標準管理規約の第

35条（役員〉には、理事長、副理事長、会

計担当理事と監事の規定がありますが、そこ

に防災担当理事を加えて、その方を中山に準

備を進めてはいかがでしょうか。

以上は、理事会ですぐできる震災時の苅応

です。組合員が各自で準備するものや発災時

にやるべきこと・やってはいけないこと、ど

のような状態の揚合に避難所に行くのか、そ

れとちマンション内に留まるのかなどを議

論して、司能な範囲でルール化して、総会で

承認しておくことも大切です。

震災苅応について「伺もできていなしl」「組

織化されていても実際に動かない」というマ

ンションは、自分たちが動かなければ、第三

者が手を差レ伸べてくれるのは難しいこと

を認識して、まず事前準備をどの様に行うか

を話し合うことから始めまレょう。
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～マンション防災をつくる・広める～江戸川区肉マンショシ協議会

活動体止命マシショシが、防災対策奄再開するに防？
アリーナコースト防災零員奥田建蔵

ii ん ぜ ん
マ ン シ コ ジ
プロシ〉クト

防災組織はあるが、実態は活動休止のマン

ションち多いのではないでしょうか。

震災や水害に備え、マンションで防災活動を

再開継続するために今でさること、とは…

動していましだが、住民の高齢化などちあっ

て自治会の活動自体が停滞し、防災活動が休

眠状態となってしまいました。

管理組合事務局長の話によると「20 年ほ

ど前から 10 年間ほど、自治会主導で自主防

災組織があり、防災訓練や防災グッズの備蓄

などにも取り組んでいましたが、その後自治

会の人材不足のため、防災組織はあるが活動

は休止レだ状態になった」とのことでした。

地震や水害への備えが必要だと気にしては

いましたが、そこで止まってしまったのです。防災組織を立ち上げたちののその後活動

が休止となったマンションが、昨年の台風水

害を経て、防災活動の再開ヘ向けて動き出レ a防綬（；）取り組泌が進歩毒事い理由と防
ぜ血 T ‘II" II  ました。防災活動が休止した経細を追いな力 2017 年の江戸川区内マンション協議会

ら、休止から再開ヘ向かう住民の取り組み方 の防災に関する調査結果によると、活動が止

のヒントを考えます。 まる原因には、 H マンションのように「推進

また管理組合や住民へのアンケー卜調査 リーダーがいなし1」といったことなど様々な

から、 “住民が求める防災活動” と“住民を 原因があげられています。

守るマンション防災の進め方” を考えます。 ・リーダーや協力メンバーが確保できない

・管理組合理事は輪番制で、メンバーの継続

性が難しい

－防災活動や推進体制を継続していく仕組み

がない

・活動を始めるきっかけがない

なぎさニュータウツの防災訓練の様子

1 活動休止力内、
高岡ヘ向け怠動§が槍参るに防

a空つ乞防災を立ち土lf'leが活動休止に
F 葛西駅にほど近し＇＼ 62世帯のHマンション。

かつて自治会主導で防災組織を立ち上げ、活

~台昆（；）水害がきっかけに動き出す
-p昨主計決’ゐぢ風 15 号・ 19 号の際、江戸川
区に避難勧告が出されたことと被災経験を

身近に感じたことから、 H マンションでは理

事会に声をかけ、防災対策を話し合いました。

「ボートを買おう」「災害時用に使い捨ての

トイレを備蓄しよう」などいろいろな意見が

出ましだ。

問題意識をどう共有するのか、現場の様子

を想定しながら話し合いは進んだのですが、

「どこまで、何を進めるのか」までは決めら

れませんでした。

qu 



※アリーナコースト管理組合居住者調査

被災時に住民が不安に感じること

ガスが使えなb

トイレが使えなくなる

火災の

分や家族が命を失ラたり ること

欽科や食料品や生活必需品などが不足すること

4理事会で取り組御奄横討し、
-..,.”” I I I ’ 総会で全体（；）合意形成ヘ

H マンションでは防災対策を具体化して

いくだめには、継続して検討を重ねる必要が

あると判断し、まずは“次年度、正式に管理
組合の活動に防災を加えること”を決めまし

た。

理事会で次期の事業計画に防災を取り入

れた議案を作成し総会で承認を受け、住民の

総意として防災に取り組みことが合意され

ました。

進め方として、 2年がかりで“ 1 年目は防

災をやることを決める、 2年目は具体化す

るプランを決める”としたところ、「これで
継続して防災活動が進んでいく枠組みで再

開できるようになった」そうです。

2 活動奄組めるに防
参ず何抱，；：ラ鎗，，，庭内良いか

新体制の理事会で防災担当理事ち決まり、

防災苅策を具体化するにあだり、伺から始め

て良いかわからない。こうしたとき、どのよ

うに進めれば良いでしょうか。

H マンションでは、ます住民の意識や要望

を聞いてはどうかと考え、管理組合による

“居住者向け防災アンケートの実施”を検討

していくそうです。

4住民が求，，，τいるごとを知る
－.，.で！式、’ i重良＇1Jt求めている防災とはどのよう
なちのでしょうか。マンション協議会加盟の

アリーナコーストで行なった住民調査の“被

災時に不安に感じること “は上の図のとおり

です。

住民が不安を抱える災害リスクは、管理組

合として地震発生後に対応すべき課題とな

ります。発災時に苅策本部を立ち上げ、 住民

の安否確認や初期消火、トイレ問題、 インフ

ラ復旧までの対処が求められる中で、自宅で

の備蓄や非常用トイレの備蓄促進など、まず

事前にできることから促進していくと良い

のではないでしょうか。

また、マンション全体で備えておくことに

関して、住民が管理組合ヘ期待することは、

どのようなことでしょうか。
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※アリーナコースト管理組合居住者調査

災害時に必要なこと

用 の

簡易トイレ、 マンホールトイレなどの

引：，物資受け取り方法の

Cfｷ 

断水時に受水帽の水を利用できる

停電に対する苅処や、トイレ苅策などへの

声とともに、支援物資の受け取りなど江戸川

区や避難所との連携、災害対策本部の設置な

どの刻応が管理組合に求められています。こ

の中で、まず先に模討が必要なこととして、

苅策本部の立ち上げ方の準備から始めると

良いと思います。

各マンションで居住者の防災意識や要望

ち違いますので、まずそれを把握レた上で、

具体的な苅策を話し合うことが、防災を進め

る第一歩として有効と言えるでレょう。

( 3 理事会としτ継続しτいく取L蜘ヘ ) 
昨年は台風による水害があったことで、防

災が休止レているマンションでも、今後防災

苅策の再開を倹討レている管理組合ち多い

と思います。今回の取り組みで再開できたポ
イントは、

・台風をきっかけに理事会で対策への話し合

いが生まれる

・防災苅策を管理組合とレて正式に再開する

ことを理事会で決定する

－理事会で防災活動の事業計画をまとめ、予

算化する

・総会で事業計画、予算が承認される

といつだ点にあります。

また、再開に向けて、居住者向け防災アン

ケートを実施する方法ち有刻です。

ご自分のマンションでち、台風シーズンを
迎えるタイミンク、、をきっかけに、防災対策を

再開することを話し合ってみてはいかがで

しょうか。

＜江戸川区内マンション協議会のご案内＞

江戸川区内マンション協議会では、区内の

管理組合同けにマンション防災をつくる・

広める“あんぜんマンションプロジ工クト”

を進めています。マンションで進める防災

活動に関するご相談は、お気軽にお問い合

わせください。

協議会事務局担当：永田

03-3688-0771 

E-mail : nagisak~く＠pb4.so-net.nejp
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災害発生後ぬ連絡ぬ取り方奄紹介し号ます
共同住宅（；）防災に閉する条例老ご組合し号すく抜粋＞

江戸川区住宅等整備事業に抗ける基準に閉する条例

＜文字＞災害同伝言版

〈携帯電話・スマートフォン〉

く通話＞災害問伝言ダイヤル「 I 7 I J 
〈加入電話・公衆電話・携帯電話等〉

｜伝言を読む
|| 

伝言を録音する 伝言を再生する

トップ画面の「災害伝言板」を選ぶ

備蓄倉庫

ボート、災害用仮設トイレ、
担架、その他救命救護に必要
なものを配備

計画戸数50戸以上で10m以上

地上階に設置、天井高2m以上

「 1 71 」にダイヤルする

安否確認レたい相手

の携帯電話番号を入

力する（×××〉 －×

××-××× 

担架災害用仮設トイレ

「確認」を選15{

伝えたい項目を選

ぶ（伝えだいこと

を書き込むことも

できます〉

「登録」を選，s,

被災地の方はご自宅の電話番号を

入力

被災地以外の方は、被災地の万の電

話番号を市外局番から入力

ボ｝ト

「 2」を押す「 1 」を押す｜｜
8純水ω確保

計画戸数 50 戸以上の共同住宅等は、災害

時の飲料水について、下記のいずれかを確保

するよう努めてください。

1 水ペットボトル〈缶・瓶〉

1 人 1 日あたり 3 リットルの飲料水を3

日分確保レ、防災備蓄倉庫に保管

災害用浄水化装置

受水タンク方式による給水設備

1 台仮設トイレ用マンホーノレ数1楠

江戸川区内に共同住宅を建築する際は、い

くつかの法令が関わってきます。その中に平

成 18 年 4 月に施行された「江戸川区住宅等

整備事業における基準等に関する条例」があ

ります。

条例が制定される前に新築された分譲マ

ンションは、当てはまらない部分がいくつか

あることと思います。

そこで、条例を解りやすくした手引きの中

から、災害苅策に関する事項をご紹介します。

項目によっては 50 戸以上と規定されてい

るものもありますが、 50 戸未満のマンショ

ンでも、ご参考にしてください。

防災貯水槽

計画戸数50戸以上100戸未満

計画戸数100戸以上

40 トン以上

その画面で「蹴

J 
｜｜伝言の検索結果が表示｜｜伝言の登録が完了

E
S

「
l
E
S

2 

3 

80 トン以上

区指定のマンホール及び標識を設置

図：防災貯水槽標識例

「再生」が始まる

「 9」を押す（終了〉

「録音する即

「

備蓄物資（巻考）

自 小型発電機 救 ヘルメット
主 問
防 投光機 . 救急セット
メ〈〈〈と

電源ゴードリール 事交 油圧ジャッキ本
吉日 ホワイトボード 護

工具セット
関 関
係 拡声器 （系 車いす

1胃 ワツセグテレビ 生 携帯トイレ

幸良 ラジオ j舌 飲料水用タンク

関 ノー｝＼ンク自転車 関 炊飯用日
1系 1系 毛布

「江戸川区住宅等整備事業における基準等

に関する条例」の手引きについては、下記の

QR コードよりダウンロードできます。

餅掛

600 

【災害用伝言ダイヤル「171 」について】

※音声ガイダンスに従って操作してください。

※聞かれたくないメッセージを録音する揚合は、あらかじめ暗証番号を決めておく必要

があります。

※災害用伝言ダイヤル開設期間中は、一つの電話番号につき最大 20 件の伝言が保厚司

能です。

※毎月 1 日・ 15 日・お正月 3 がB、防災とボランティア週間（1 月 15 日～21 日 〉

防災週間（8 月 30 日～9 月 5 日〉に体験利用ができます。じ巴

仮設トイレ同マンホール
計画戸数50戸以上の共同住宅等には3か

所以上設置する必要があります。更に、使用

状況等を想定して、仮設トイレ等の設置及び

使用に十分な量の物資（簡易トイレ、携帯ト

イレ、トイレットペーパー、衛生用品等〉を

備蓄するよう努めてください。
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下記のお問い合わせ先・申込先：都市開発部住宅課耐震化促進係

電話5662-6389

マンションアドバイザー制庖利周助成ぬご案肉

区内の分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替えヌは改修を支援するため

に、（公財〉東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイザー
制度」又は「マンション建替え・改修アドパイザー制度」を利用する管理組合等に対して、

派遣料の一部を朗成します。関成額は、派遣料の3分の 2 C千円未満知り措て〉です。必

ず、派遣の申込前に申請してください。詳細は下記までお問い合わせください。

＜制IIG>縮れ＞

まちづくり
センター

区 匝司困
【朗成制度についての問合せ・朗成の申し込み先】
都市開発部住宅課耐震化促進係 電話 5662-6389

【管理、建替え・改修アドバイザー制度〈実施内容〉に関する問い合わせ、申し込み先】
〈公財〉東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課 電話 5989-1453

江戸川区肉マンショシ爽続支援

事門家漏遺制鷹

複数の管理組合が合同で実施する勉強

会・交流会に講師として専門家を招く揚合、

区が講師謝礼をお支払いします。限度額は、

講師一人一回につき3万円〈役職・資格など

により異なります〉です。代表者を決めて、

開催日の3週間前までに申請してください。

ご意見をお寄せください

耐震化促進係 TEL 5662-6389 
F Aﾗ 5662-1118 

マンショシ管理士にk-る無斜相議会

相談日時：毎月第4土曜日
1 3日寺～ 1 6時
（受付は 1 5時まで〉

相談場所：グリーンパレス2F 相談室
（グリーンパレスへの問い合わせばご遠
慮ください。〉
定 員： 3 組〈予約優先・当日受付司〉
※ 3営業日前までにご予約ください。

こちらもご覧ください

江戸川区ホームページより検索できます

分譲マンションの維持管理

【編集委員】酒井貴生（西葛西〉 志賀直哉（東葛西〉 増淵裕史（西葛西〉
員船常雄〈西葛西〉 山崎辰彦（南葛西〉〈五十音HI貢〉
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